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➢ ⽔道⽤⽔供給事業（25市町村）2事業:約25万m3/⽇

浄⽔場 市町村受⽔タンク
市町村⽔道事業

浄⽔場 企業

公共下⽔道事業（市町村） 放流

下⽔処理場

➢ ⼯業⽤⽔道事業（73事業所）3事業:約9万m3/⽇

➢ 流域下⽔道事業（26市町村※）7事業:約28万m3/⽇

⽔源

⽔源

家庭

(※)みやぎ型管理運営⽅式の対象は21市町村

川

海
等

公
共
⽤
⽔
域

（令和5年4⽉1⽇現在）

家庭

１．県企業局が運営する⽔道３事業
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２．公共施設等運営権（コンセッション）について

施設所有権

運営権

地⽅公共団体
（宮城県） ＰＦＩ事業者 住⺠等

（市町村）

運営権設定

抵当権設定

対価⽀払 料⾦⽀払

サービス提供

⾦融機関
投資家

〜公共施設等運営権のイメージ〜

• 公的主体が所有する公共施設等について、⺠間事業者による安定的で⾃由
度の⾼い運営を可能とすることにより、利⽤者ニーズを反映した質の⾼い
サービスを提供。

• 令和４年４⽉から事業開始。
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公共施設等運営権（コンセッション）⽅式の採⽤
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３．みやぎ型管理運営⽅式の事業区域
みやぎ型管理運営⽅式 対象９事業
○ ⽔道⽤⽔供給事業（２事業）

・⼤崎広域⽔道事業
・仙南・仙塩広域⽔道事業

○ ⼯業⽤⽔道事業（３事業）
・仙台北部⼯業⽤⽔道事業
・仙塩⼯業⽤⽔道事業
・仙台圏⼯業⽤⽔道事業

○ 流域下⽔道事業（４事業）
・仙塩流域下⽔道事業
・阿武隈川下流流域下⽔道事業
・鳴瀬川流域下⽔道事業
・吉⽥川流域下⽔道事業

※対象外の流域下⽔道事業（３事業）
・北上川下流流域下⽔道事業
・迫川流域下⽔道事業
・北上川下流東部流域下⽔道事業



４．⺠間の⼒の最⼤活⽤

○ 契約期間︓ 最⻑４〜５年間 ２０年間
・ 従業員の雇⽤の安定
・ ⼈材育成、技術⾰新が可能

○ 契約単位︓ 事業ごと個別契約 ９事業を⼀体で契約
（設備の改築・修繕を含む）
・ スケールメリットの発現効果が拡⼤

○ 発注⽅式︓ 仕様発注 性能発注
・ 運営権者が創意⼯夫

これまで みやぎ型

備考
役割分担

業務内容 みやぎ型これまで
変わらず県県事業全体の総合的管理・モニタリング
既に30年以上⺠間が実施⺠間⺠間浄⽔場等の運転管理
⺠間に移動⺠間県薬品・資材の調達
⺠間に移動⺠間県設備の修繕・更新⼯事
変わらず県県⽔道法に基づく⽔質検査
変わらず県県管路の維持管理／管路・建物の更新⼯事
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５．海外事例を踏まえた制度設計
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事業計画の妥当性確認教訓①

監視・モニタリング体制の充実教訓②

料⾦設定条件と改定⽅法の明確化教訓③

対策 ⇒ 事業者選定での⼗分な審査
• 事業計画の適正性、実績や実施体制等を含めて評価
• 事業継続措置の提案を要求
• 外部有識者からなる「ＰＦＩ検討委員会」による

審査・評価

対策 ⇒ 三段階のモニタリング体制を構築
① 運営権者によるセルフモニタリング
② 県によるモニタリング
③ 専⾨家の第三者機関によるモニタリング

対策 ⇒ 料⾦改定条件を明確化し、引き続き議会により決定
• 運営権者収受額の改定条件を明確化（需要変動・物価変動・法令等変更）
• 改定⽅法は予め契約で明確化
• 県議会の議決により決定

事業開始後の
経営破綻を防⽌

適切かつ確実な
事業運営を確保

料⾦改定の透明性を確保



６．料⾦及び料⾦改定の仕組み
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⽔道料⾦等の改定

 ⽔道⽤⽔供給事業及び⼯業⽤⽔道事業における「⽔道料⾦」、流域下⽔道
事業における「維持管理負担⾦」は、業務分担に応じて県と運営権者がそ
れぞれ収受する。

※ なお、市町村及び⼯⽔ユーザー企業に負担をかけないよう、料⾦等は県が
⼀括して徴収する。

⽔道料⾦等 料⾦
（県︓管路等）

利⽤料⾦
（運営権者︓施設等）

 ⽔道料⾦及び流域下⽔道の維持管理負担⾦は県条例に規定しているため、
料⾦等の改定には、県と市町村による協議を経て、県議会の議決が必要。

 今後も５年に１回を基本として定期改定を⾏う。

県と運営権者
による協議

県と市町村
による協議 県議会議決



７．運営権者の監視体制

• 運営権者は要求⽔準を充⾜する具体的な運営⽅法を⾃らの責任で設定し、事業の運営状
況を⾃ら監視（セルフモニタリング）する。
• 県は運営権者の要求⽔準の遵守状況をモニタリングする。
• 経営審査委員会は運営権者と県のモニタリング結果を確認して、結果を運営権者にフィー
ドバックし，必要に応じて運営⽅法の⾒直しを求める。

• 運営権者からの報告（書⾯・会議）を受け、経営状況及び要
求⽔準の達成状況について確認・監視を⾏う。

• 県が必要と判断した場合は、現地確認や抜き打ち検査を実施

監視

【要求⽔準】
運営権者に要求する

業務⽔準

① 運営権者による
セルフモニタリング
運営状況を⾃ら監視

【運営権者】
要求⽔準を充⾜する

事業運営

運営権者
による

不断の⾒直し

③ 経営審査委員会によるモニタリング

県及び経営審査委員会
のモニタリング結果は、

運営権者にフィードバック 監視

② 県によるモニタリング
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三段階モニタリング



８．動機づけ及び合意形成の過程（１）
○ 平成２６〜２７年度（２０１４，２０１５）
経営シミュレーションを実施

・ ⽔需要の減少（⼈⼝減少、節⽔型社会）、更新費⽤の増加（設備、管路）
⇒ 将来の厳しい経営環境に対する危機感を企業局内部で共有

今後の⽔需要の減少を踏まえた施設の統廃合や管路のダウンサイジング等により
効率化を図るだけでは、将来の料⾦上昇は避けられない

・今後の最適な管理・運営の⽅法について検討を開始
⇒【⽅向性の決定】公共性を担保しつつ⺠の⼒を最⼤限活⽤ ⻑期･包括･官⺠協働運営
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⼤崎広域⽔道事業

水需要（㎥/日） 水道用水供給料金（供給単価）

本格的な管路更新円/㎥ 円/㎥

㎥/⽇ ㎥/⽇

本格的な管路更新

⽔道⽤⽔供給事業の⽔需要と料⾦の⾒通し（令和元年度試算・ダウンサイジング考慮済み）



９．動機づけ及び合意形成の過程（２）
○ 平成２８〜２９年度（２０１６，２０１７）
 ⺠間活⼒の最⼤限活⽤に向けた⺠間企業との検討会を開催

「宮城県上⽔･⼯⽔･下⽔⼀体型管理運営検討懇話会」
「宮城県上⼯下⽔⼀体官⺠連携運営検討会」

 導⼊可能性を検討する調査業務を実施
⇒【事業スキームの決定】「事業概要書」を策定・公表（H30.3）
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＜事業スキーム構築に当たっての主な検討事項＞
〇官と⺠の所掌，業務範囲
＜管路＞

・管路と設備の所掌が⼊り組み，業務分担・リスク分担が複雑。
・県と運営権者の両⽅が送⽔施設部分について体制を整備することになり⾮効率。
・管路本体は，地中埋設物であり，かつ資産規模も⼤きく，維持管理のリスクが⼤きい。
・漏⽔等の⾮常時に迅速に対応するには，県が管路の状態を把握しておくことが必須。

⇒管路は県，設備は運営権者を所掌

＜流域下⽔道事業＞
・地⽅部を含めた場合、距離感から効率性が低下するとの⺠間からの意⾒。
・事業規模が⼤きいことのデメリット（スタッフの引継ぎ、災害対応等）。
⇒広域⽔道の給⽔区域と重複する４事業を対象



10．動機づけ及び合意形成の過程（３）
○ 平成３０年度（２０１８）
 シンポジウム及び⺠間事業者向け現地⾒学会の開催
 県ＰＰＰ・ＰＦＩ導⼊調整会議（H30.7）

⇒ ⽔道法改正を条件に「PPP/PFI⼿法による実施が適当」との結論
★ 改正⽔道法の成⽴（H30.12.6）

【政策・財政会議】みやぎ型の導⼊を県として機関決定（H30.12.17）

○ 平成３１（令和元年）〜令和４年度（２０１９〜２０２２）
 県⺠向け説明会の開催
 外部有識者からなるＰＦＩ検討委員会により事業制度を検討

⇒ＰＦＩ法に基づく実施⽅針を条例制定（R1.12.24）
 特定事業を選定し（R2.3.11）、約１年をかけて運営事業者を公募（R2.3.13〜）

【ＰＦＩ検討委員会の審査・評価を経て運営事業者を選定】（R3.3.17）
 県議会６⽉定例会において運営権の設定に係る議案を提案・可決（R3.7.5）
 厚⽣労働⼤⾂より⽔道施設の運営権設定に係る⽔道法の許可を取得（R3.11.19）

【特別⽬的会社（ＳＰＣ）に運営権を設定・実施契約を締結】（R3.12.6）
 令和４年４⽉１⽇より「みやぎ型管理運営⽅式」による事業開始
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11．庁内調整、担当課横断での連携
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〇 「みやぎ型」の導⼊、事業推進のために担当部署を新設、
調査・⽀援業務等の活⽤、庁内関係部署との調整・連携を実施

１．担当部署の新設

２．調査・⽀援業務等の活⽤
・導⼊可能性等調査
・デューデリジェンス調査
・各種⽀援業務（公共施設運営権設定⽀援、事業実施⽀援、モニタリング等⽀援）

３．庁内関係部署との調整・連携
・ＰＰＰ/ＰＦＩ事業の担当部署との調整・連携
・宮城県⺠間資⾦等活⽤事業検討委員会

（実施⽅針の策定、特定事業の選定、⺠間事業者の選定）

※知事部局から流域下⽔道事業が移管

※

H29.4 H29.10 H30.4 H31.4 R4.4
企業局 企業局 企業局 企業局 企業局
⽔道経営管理室 ⽔道経営管理室 ⽔道経営管理室 改称 ⽔道経営課 ⽔道経営課

広域⽔道班 ⇨ 広域⽔道班 ⇨ 広域⽔道班 ⇨ （統合） ⽔道班 ⇨ ⽔道班
⼯業⽤⽔道班 ⼯業⽤⽔道班 ⼯業⽤⽔道班 （新設） 流域下⽔道班 流域下⽔道班
施設管理班 施設管理班 施設管理班 施設管理班 施設管理班

（新設） ⽔道経営改⾰担当 （新設） ⽔道経営改⾰推進班 ⽔道経営改⾰推進班 （改称） ⽔道経営管理班
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１．⽔道法の改正
平成30年の⽔道法改正により、地⽅公共団体が⽔道事業者等としての位

置づけを維持しつつ、⽔道施設の運営権を⺠間事業者に設定できることとな
った。

公営

認可上の事業者︓県

施設の所有権︓県

運転管理︓県（⺠間委託）
維持管理・更新︓県（⺠間委託）

⺠営的連携

認可上の事業者︓⺠間

施設の所有権︓県

運転管理︓⺠間
維持管理・更新︓⺠間

官⺠連携

認可上の事業者︓県
施設の所有権︓県

運転管理、維持管理・更新
︓県・⺠間

みやぎ型管理運営⽅式

みやぎ型管理運営⽅式では、管路を所掌する県と、施設の維持管理等を
⾏う⺠間事業者が連携し、県が事業の最終責任を持って事業運営を⾏う。

これまでの運営⽅法

国
許可

改正⽔道法により
実現可能になった

12．効果的であった国等の⽀援、または国等に希望する制度（１）
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２．各種補助制度
＜コンセッション導⼊に向けた補助制度＞

・⺠間資⾦等活⽤事業調査費補助
・⽣活基盤耐震化等交付⾦
・社会資本整備総合交付⾦

＜事業推進上の補助制度＞
・防災安全交付⾦（流域下⽔道設備更新等）

３．関係省庁からの助⾔、アドバイス
・事業スキームの構築や導⼊に向けた助⾔等
・⽔道法改正に向けた尽⼒

４．希望する制度等
・繰上償還時の新規貸付停⽌措置の緩和
・ワンストップ窓⼝

13．効果的であった国等の⽀援、または国等に希望する制度（２）



14．事業を推進するうえでの課題と対応策
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１．事業効果の表し⽅
・「費⽤削減効果」は契約期間の20年間で発現するもの。
・単年度毎に削減効果が発現されるものでは無い。

⇒わかりやすい、効果的な⽰し⽅について引き続き検討を実施。

２．物価⾼騰への対応
・実施契約書において、物価変動等に基づく運営権者収受額の臨時改定ルールを

規定済み。
⇒昨今の著しい物価変動により、事業開始から数カ⽉で臨時改定を実施。

３．財源の安定的確保
・事業計画に対する財源の安定的確保（事業開始序盤で費⽤のピーク、その後コスト縮減）

⇒関係省庁へ要望し、現時点では必要な財源を確保。

４．ベンダーロックイン
・保守点検等において、納⼊メーカーの協⼒が得られない状況。
・設備を納⼊したメーカー以外による設備更新、修繕が課題。

⇒改築時期を前倒しで更新するなど、早期の更新に努め、影響の最⼩化を図る。



20年間の総事業費

3,314
3,067 2,977

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

3,000

3,200

3,400

９事業合計

現⾏体制モデル コンセッションモデル 提案を踏まえた
予定事業費

期待削減額
約247億円
(▲7.4 %)

（県が応募者に求めた最低条件）

公募条件
▲１９７億円

提案
▲２８７億円

（億円）

県 ︓1,464
運営権者︓1,850

県 ︓1,414
運営権者︓1,653

県 ︓1,414
運営権者︓1,563

削減結果
約337億円
(▲10.2 %)
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15．分野横断型・複数施設型で得られる効果（１）

〇 みやぎ型の導⼊により、現⾏体制のまま２０年間事業を継続した場合に⽐べて、
３３７億円の事業費削減が可能（削減率は１０．２％）。



16．分野横断型・複数施設型で得られる効果（２）
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〇 みやぎ型の導⼊により、２０年間の⻑期的視点を持ち、スケールメリットを⽣かした、
より広域的・効果的・効率的な事業運営が可能。

〇 また、運営権者の提案により、新たな価値の創出。
◆「⽔みやぎＤＸプラットフォーム（ＭＤＰ）」の構築
・事業運営に係る情報を⼀元的に集約・蓄積、事業運営に活⽤するシステム
・各プロセス上のリアルタイムの⽔質情報が可視化が可能

◆統合型広域監視制御システムの導⼊
・３事業⼀体かつ遠隔地からでも監視制御が可能となり、監視の強化と運転管理の効率
化を実現

・災害発⽣時等には迅速な情報収集と遠隔操作により復旧を速める効果も期待



最後に

「みやぎ型管理運営⽅式」が全国の⽔道事業における経営基盤強化の新たなモデル
となるよう，運営権者と連携し、しっかりと取り組んでまいります。
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